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提案理由に対する質疑・応答

今回の問題のスタートは、9月定例会での会派代表質問である。後藤議員は決算監
査講評の中で、執行部が代表監査から指摘を受けた内容と同様の内容の質問をし
た。後藤議員は議選監査委員として、行政運営に対しての独立性を保ち、法的根拠
に基づいた公正中立な監査を行う役割を持つ。また、地方自治法で監査委員は職務
上知り得た秘密を漏らしてはいけないとされている。
このことで、議会運営委員会で議選監査委員の質問に対して話し合いを行った。そ
の結果、『議選監査委員は市議会議員の立場もあるため、一般質問などを遮ること
はできないが、議選監査委員は自制と倫理に基づいて、決算審査等で職務上知り得
た情報を一般質問等で用いない』ということを確認・決定した。
しかし、12月定例会の会派代表質問の中で、監査が指摘している内容を議場で述べ
た。議会運営委員会の合意事項をすぐに破ったことになる。
議会運営委員会の取り決めは大変重たい。議会運営委員会の中で問題になっている
と分かっておきながら取り決めを破る行為を見逃すことはできない。これは、議会
としての合意事項を軽視し、議会内の秩序を乱し、議会の品位を著しく損なう行為
である。よって懲罰を科すものとして動議を提案する。

提
案
理
由

令和７年12月定例会において
後藤理恵議員に対する懲罰動議を可決

今回の質問は、前々から監査から指摘を受けていた事項なのか、
今回指摘された事項なのか分かればお答えいただきたい。

私たちは監査委員ではないので分からない。ただ、監査の指摘事項を議選監査の
方が議会で言うことが問題である。

🆀
A

監査委員の守秘義務について、全てがダメではなく、例えば情報公開に
耐えうるような内容はその限りではないと思うが、そこはどう検討したのか。

今回、問題なのは、監査がすでに指摘された内容を出したことである。議会運営
委員会の取り決めをすぐに破ったことが問題である。

🆀
A

「監査の中で指摘された事項」とは後藤監査が指摘した事項なのか、
ずっと前から指摘されている事項なのか、過去を含めて十分検討されたのか。

一議員として監査の指摘事項を知ることはできない。また、いつ監査が指摘した
のかも知ることはできない。ただ、後藤議員は監査という立場にある。その立場
は重い。当然議会運営委員会の決断も重い。その重さをしっかり認識して質問し
たら良かった。

🆀
A
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まず、懲罰を科すべきか否かの審査を行った。
「監査委員としての自覚が低いのではないか。他市の監査委員はほとんどが一般質問はしな
いとなっている。議会運営委員会で徹底的に議論し、本人の良心に基づいて整理してほしい
と決定したが、舌の根の乾かぬ内にこういったことが起こってしまった」「議選監査委員は、
かなり慎重な立場で物事を考えていかなければならないのに、意識が足らなかったのではな
いか」という意見があった。
一方、「会派で集まった際、議会運営委員会の中で指摘された部分は気を付けるように言っ
た。今回は故意的では無いのでは。懲罰に値するのか疑問がある」「配慮をもってやったと
は言っても結果は結果だから、仕方がないが、懲罰まではかけなくても」という意見があっ
た。
対して「故意的かどうかが問題ではない。前回の議会運営委員会の中で決定した取り決めを
破っている。議会運営委員会に対する重さをしっかりと受け止めてもらいたい」「監査委員
は中立公正。有権者の負託を受けて代弁する議員ではあるが、監査委員になった段階で制約
されるということに対する考えが軽かったと感じる」という意見があった。
これらを踏まえ、採決の結果、賛成多数をもって懲罰を科すべきと決定した。
次に懲罰の種類についての審査を行った。
「戒告がいいと思う」という意見がある一方で「議選監査委員の重さもある。故意的では無
かったと言うのではなく、だったら質問をしないといったくらいに自制と倫理は重いという
ことを再認識する必要がある。また議会運営委員会というものの重さ、そこで取り決めたこ
とも大変重い。しっかりと陳謝することが良いのではないか」という意見があった。
これらを踏まえ、採決の結果、賛成多数をもって陳謝の懲罰を科すべきと決定した。
次に、委員提案の陳謝文案により採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決した。

懲罰特別委員会委員長報告

私は、12月15日の会派代表質問において、「議選監査委員は、自制と倫理に基づいて決算
等で知り得た情報を一般質問で用いない」と確認・決定されていたにもかかわらず、当該情
報を用いた発言を行いました。
この行為は、議会としての合意事項を軽視し、議会の秩序を乱し、品位を著しく損なうもの
でありました。
ここに深く反省し、誠意を披瀝して陳謝いたします。

陳謝文

※議場で以上の文面（陳謝文）を読み上げ、陳謝の意を示しました。
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「
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状
況
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に
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け
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こ
ど
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し
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学
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に
向
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て
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組
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が
整
っ
て
お
り
、
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援
の
重
要
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を
実
感
し
た
。

尚
、
建
物
自
体
は
幼
稚
園
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園
後
の
施
設
を
活
用
し
平
成
14
年
4
月
に
開
設
。

老
朽
化
が
課
題
で
あ
る
。

学
級
規
模
と
児
童
の
状
況

小
中
学
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１
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ス
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人
数
、
来
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度
か
ら
中
学
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１
年
生
の
35
人

学
級
化
、
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援
学
級
在
籍
数
、
通
常
学
級
と
の
合
計
人
数
、
交
流
学
級
の
運
用

な
ど
に
つ
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て
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報
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有
し
た
。

　
学
び
の
場
と
支
援
体
制

通
常
学
級
と
特
別
支
援
学
級
の
関
係
、
教
員
配
置
、

支
援
員
の
役
割
や
配
置
時
間
、
医
師
等
の
判
断
を

含
む
客
観
的
な
資
料
の
必
要
性
な
ど
を
確
認
し
た
。

合
理
的
配
慮
・
予
算
・
市
の
取
り
組
み

手
順
カ
ー
ド
や
絵
カ
ー
ド
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ど
の
合
理
的
配
慮
、

医
療
的
ケ
ア
児
へ
の
看
護
師
配
置
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補
助
金

の
状
況
、
市
独
自
の
研
修
や
就
学
支
援
委
員
会
の

運
用
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
た
。

総務文教常任委員会　所管事務調査
令和7年10月23日

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
「
り
ん
く
小
郡
」
の
施
設
見
学

小
中
学
校
の
特
別
支
援
学
級
に
関
わ
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
意
見
交
換

小郡市議会は、12月定例会において新庁舎建設に
関する調査を行うため全議員18名を委員とする 
「庁舎建設特別委員会」を設置。
今後は、将来を見据えた庁舎整備について市議会
としても調査を行っていく。

庁舎建設特別委員会を設置市議会
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ハラスメントに対する議会の動きハラスメントに対する議会の動き
令和５年 ９ 月	小郡市議会のハラスメント根絶に関する決議
令和５年12月	ハラスメント対策特別委員会を設置
令和７年 ３ 月	小郡市議会ハラスメント等防止に関する指針を策定
今後も引き続き、指針に基づいた活動を行っていく。

ハラスメント対策特別委員会企画　議員研修会ハラスメント対策特別委員会企画　議員研修会
令和７年11月17日開催

コーディアル社会保険労務士事務所
高橋 美紀 代表講師

演題

概要

市民の信頼を守るハラスメント対応
～議員としての伝え方と関係づくり～

ハラスメントの正しい知識と対応策の確認
アンコンシャスバイアス
（※無意識の偏ったモノの見方、無意識の思いこみ、無意識の偏見）
感情のコントロールと承認コミュニケーション

令和７年12月定例会で
「小郡市ハラスメントの防止等に関する条例」
が提案され、全会一致で可決した。
令和８年４月１日から施行される。

この研修を通して、ハラスメントの
定義を再確認した。同時に、これ
まで当たり前だと思ってきた伝え方
が、今の時代には別の受け取られ方
をすることがあり、「伝え方」と
「感情の扱い方」を改めて学ぶこと
ができた。
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総務文教常任委員会
〜 行 政 視 察 〜
令和７年11月12日〜14日

【視察先】
•広島県福山市
•大阪府枚方市
•大阪府交野市 

福山市立常石ともに学園を視察し、イエナプラン教育の実践や異年齢学級、多様な学び
を支える工夫を確認した。学びを促す環境整備も進んでおり、先進的な取組が随所に見
られた。
⒈子ども主体の学び
児童が学習計画を自ら立て、対話をしながら学びを深める姿が見られ、主体的な教育
が日常的に実践されている。
⒉異年齢集団での協働
異年齢グループでの活動を通じ、教え合い・助け合いが自然
に生まれ、社会性や思いやりを育む環境が整えられている。
3.生活と結びついた教育
対話・遊び・学習・行事を日常的に循環させ、学校生活全体
を通して学びイエナプランの理念が根付いている。

イエナプラン教育について

妙見坂小学校を視察し、学習内容や発達段階に応じて少人数学級を段階的に拡大してい
る取組を確認した。市は小中一貫教育とあわせて、児童の学びをしっかり支える体制づ
くりが進められている。
⒈発達段階に応じた少人数学級の段階的拡大
中学年・高学年から導入を進め、令和６年度からは１年生で30人学級を開始し、学
習と成長に応じた支援を強化されている。
⒉小中一貫の９年間教育で学びの連続性を確保
全校で小中一貫教育を実施し、９年間を通じた連携のもと、子ど
もの実態に応じたカリキュラムと指導体制が整備されている。
⒊教員確保と負担軽減で質の高い学習支援を実現
臨時雇用や独自の教師塾で人材を確保し、少人数学級により教員
の負担を軽減。児童への支援時間を確保し教育の質を向上。

少人数学級の取り組みについて

大阪府枚方市インクルーシブ教育について
枚方市は大阪府の「ともに学び、ともに育つ」教育を基本に、通常学級を学びの基盤と
し、特別支援学級や通級指導を柔軟に組み合わせた支援体制が整えられている。

⒈通級指導教室の全校設置と段階的支援の充実
　通級指導教室の全校配置、合理的配慮の強化、ユニバーサル
　デザイン授業づくりなど、特性に応じた段階的支援が推進さ
　れている。
⒉保護者支援と少人数学級による一体的な学びの実現
　保護者支援の充実や独自の少人数学級編成により、支援学級
　在籍児も通常学級の一員として学べる環境がつくられている。

広島県福山市

大阪府交野市



おごおり市議会だより

7

熊本県八代市「北部中央雨水調整池」について

佐賀県武雄市
市内を流れる六角川は蛇行が著しく治水が難しい
河川である。令和３年に大規模な水害に見舞われ
たことから、排水機場の増強や新設など様々な流
域治水対策の取り組みが実施されている。また、
治水対策には住民の理解と協力が不可欠であるこ
とから、六角川流域水害対策計画を策定し、地区
ごとに対策とまちづくりの議論がなされている。
地域住民との意見交換やまちづくりと一体となっ
た治水対策の取り組みの大切さを感じた。

「流域治水の取り組み」について

都市経済常任委員会
〜 行 政 視 察 〜
令和７年10月29日〜30日

【視察先】
•熊本県宇城市
•熊本県八代市
•佐賀県武雄市

熊本県宇城市
洪水被害を最小限に
おさえるための取り組み
集水域から氾濫域まで流域全体において、ハー
ド・ソフト両面で防災・減災対策の推進が図られ
ている。排水設備の増強について、令和７年４月
に稼働開始した高良雨水ポンプ場を視察した。毎
分152トンの排水設備を、民間委託で対応してい
る。今後の治水対策について、課題の把握ができ
参考になった。

「流域治水の取り組み」について

雨水をためこむ地下空間！
縦39m×横39m×高さ6.1m、貯水量7,100㎥
（25mプール約16杯分相当）の調整池は公園
の地下に建設され、令和３年に供用開始され
ている。集中豪雨に対し、地域住民の安全確
保のため、特に非難に要する時間を確保し、
地域住民の生命を守ることを目的に建設され
ている。多発するゲリラ豪雨から市民の命を
守る、「人命第一」の施策の意思が感じられ
た。
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が
あ
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取
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企
画　
議
員
研
修
会

保
育
協
会
と
の
意
見
交
換
会

テ
ー
マ

保
育
士
の
確
保
に
つ
い
て

テ
ー
マ

８
０
５
０
問
題
に
つ
い
て

筑後サテライトオフィス電話相談（0942-37-2280）
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開かれた市議会を目指し、より市民に親しまれる
市議会だよりにするために、年４回（５月・８月・11月・２月）
発行の「おごおり議会だより」の表紙写真を募集します。

みなさまのご応募をお待ちしています。

　小郡市内在住、もしくは市内でご勤務されている方、
市内に通学されている方、どなたでもご応募可能です。

市内の行事、四季の風景など記念に議会だよりの表紙を飾ってみませんか？

応募資格、応募方法、応募条件、注意事項は
小郡市議会ホームページに記載の募集要綱をご覧ください。

ご応募いただいた写真を使った議会だよりの表紙です！

物価高騰対策として地域商品券発行事業が
提案され、可決！！

【令和７年度小郡市一般会計補正予算（第６号）】

令和８年１月６日に臨時会が開かれた。
国が物価高対策として、地域ごとの実情に合った支援を速やかに
行うことができるように、重点支援地方交付金を拡充し、新たに
コメなどの食料品の物価高騰による負担軽減への支援に活用できる特別加算が措置された。
では、小郡市独自施策として何ができるのかということに対して、

『地域商品券「七夕商品券」全世帯発行事業』 が提案され、賛成多数により可決した。

「令和８年第１回臨時会」
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12月定例会一般質問通告一覧表
代表質問

１　
市
の
専
決
処
分
、
随
意
契
約
に
つ
い
て
問
う

２　
特
別
支
援
教
育
サ
ポ
ー
タ
ー
の
謝
金
に
関
し
て
問
う

３　
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
業
務
委
託
契
約
、
追
加
工
事
契
約
の
金
額

に
つ
い
て
尋
ね
る

自
由
の
風
代
表

橋
間　

順
平

１　
市
民
活
動
団
体
へ
の
支
援
補
助
の
あ
り
方
に
つ
い
て

２　
高
齢
者
の
外
出
支
援
に
つ
い
て

み
ら
い
の
会
代
表

後
藤　

理
恵

個人質問

１　
小
郡
市
雨
水
貯
留
施
設
等
設
置
基
準
の
内
容
を
問
う

２　
小
郡
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
内

容
を
問
う

髙
木　

良
郎

１　
公
用
車
の
適
正
管
理
と
駐
車
場
不
足
解
消
に
向
け
た
取
組
に
つ

い
て

２　
水
泳
授
業
民
間
委
託
に
よ
る
学
校
プ
ー
ル
の
今
後
の
在
り
方
に

つ
い
て

黒
岩　

重
彦

１　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
高
齢
社
会
の
対
策
に
つ
い
て

２　
視
覚
障
が
い
者
へ
の
取
り
組
み
、
支
援
に
つ
い
て

甲
斐
田
典
彦

１　
つ
な
が
り
支
え
合
う
地
域
共
生
社
会
づ
く
り
に
つ
い
て

２　
小
学
校
の
Ｓ
Ｓ
Ｒ
全
校
配
置
に
つ
い
て

新
原　

善
信

１　
空
き
家
の
状
況
把
握
と
対
策
に
つ
い
て

２　
消
防
団
員
の
確
保
に
つ
い
て

小
野　

壽
義

１　
農
業
の
現
状
に
つ
い
て

２　
米
価
高
騰
が
及
ぼ
す
市
民
へ
の
影
響
に
つ
い
て

山
田　
　

忠

１　
宝
満
川
左
岸
地
区
の
地
区
計
画
等
に
よ
る
新
規
住
宅
の
現
状
に
つ

い
て

内
山　

伸
博

１　
こ
れ
か
ら
の
消
防
団
に
つ
い
て

２　
学
校
に
お
け
る
防
犯
対
策
に
つ
い
て

佐
藤　
　

源

１　
誰
も
が
安
心
安
全
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
学
校
に
つ
い
て

小
坪　

輝
美

１　
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

２　
地
域
公
共
交
通
の
課
題
に
つ
い
て

田
中　

雅
光

１　
産
婦
健
康
診
査
と
産
後
ケ
ア
に
つ
い
て

２　
不
育
症
支
援
に
つ
い
て

３　
飼
い
主
の
い
な
い
猫
対
策
と
高
齢
化
に
伴
う
飼
育
放
棄
防
止
策

大
場　

美
紀

一般質問の記事については、議場での発言に基づき、質問者（議員本人）が要約して編集したものです。
会議録については、令和８年３月上旬頃より議会ホームページのほか、議会事務局、各コミュニティセンター、図書館で
ご覧いただけます。
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専
決
処
分
し
、
随
意
契
約

を
締
結
し
、
９
月
議
会
で
議
決

を
頂
き
、
執
行
済
み
で
あ
る
。

お
米
お
届
け
便
の
事
務
経
費
、

配
送
経
費
は
市
費
に
な
る
か
。

事
業
費
は
、
現
時
点
で
は

交
付
金
対
象
に
な
る
と
考
え
て

い
る
。
県
・
国
に
事
業
報
告
す

る
の
で
、
細
部
は
歳
出
調
整
さ

れ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

入
札
に
は
公
正
、
透
明
性
へ
の

法
的
説
明
責
任
が
あ
る
の
で
は
。

透
明
、
競
争
性
も
あ
る
が
、

入
札
は
法
律
に
基
づ
い
て
い
る
。

契
約
金
額
に
疑
念
を
持
た
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
問
う
。

全
体
的
に
落
札
率
が
１
０

０
％
を
下
回
る
よ
う
な
努
力
を

行
っ
て
い
く
。

今
後
の
制
度
の
在
り
方
に

つ
い
て
は
、
学
校
や
サ
ポ
ー
タ

ー
の
意
見
を
丁
寧
に
伺
い
、
支

援
体
制
の
構
築
に
向
け
検
討
を

進
め
、
さ
ら
な
る
説
明
を
行
う
。

賃
金
と
し
て
、
今
後
、
検
討
す

る
こ
と
で
理
解
し
て
よ
い
か
。

　

学
校
の
指
揮
命
令
下
で
労

働
の
継
続
性
と
委
嘱
の
問
題
も

含
め
る
と
、
謝
金
で
な
く
、
法

的
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し

て
取
り
扱
う
部
分
が
出
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
認
識
も

あ
る
。
法
律
的
に
正
し
い
と
い

う
考
え
方
も
あ
る
の
で
、
見
直

し
を
含
め
検
討
す
る
。

労
働
基
準
法
に
つ
い
て
問
う
。

実
態
が
労
働
に
当
た
る
の

で
あ
れ
ば
、
少
し
グ
レ
ー
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

今
の
時
点
で
は
、
ま
だ
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
検
討
も
し
て

い
な
い
。

市
民
活
動
団
体
の
現
状
は
。

市
か
ら
の
補
助
金
を
受
け

て
い
る
団
体
、
い
わ
ゆ
る
一
般

財
源
を
補
助
事
業
に
使
っ
て
い

る
事
業
は
１
３
０
事
業
で
、
そ

の
う
ち
団
体
運
営
補
助
は
20
事

業
、
団
体
が
行
う
事
業
に
対
す

る
補
助
は
１
１
０
事
業
だ
。

ど
こ
が
主
体
で
や
っ
て
い
る
か

は
曖
昧
な
部
分
が
あ
る
現
状
に

つ
い
て
は
。

予
算
を
計
上
す
る
際
に
、

全
体
的
に
見
て
、
１
０
０
％
補

助
金
で
賄
っ
て
い
る
部
分
、
合

わ
せ
て
事
業
の
大
き
な
部
分
を

市
の
職
員
が
担
っ
て
い
る
の
も

あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
全
て
で

は
な
い
。
何
が
何
割
で
は
な
く
、

い
ろ
ん
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

市
が
任
意
団
体
の
事
務
局
的
機

能
に
な
っ
て
い
る
現
状
に
つ
い

て
ど
う
改
善
さ
れ
る
か
。

補
助
金
を
出
す
側
と
補
助

金
を
受
け
る
側
が
一
緒
で
あ
る

の
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
は

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
本
来
、

自
主
的
に
行
う
市
民
団
体
で
あ

る
は
ず
が
、
そ
こ
の
事
務
局
を

職
員
が
担
っ
て
、
会
計
処
理
を

や
っ
て
い
る
こ
と
は
好
ま
し
く

な
い
の
で
、
き
ち
ん
と
整
理
し
、

仕
上
げ
る
た
め
に
さ
ら
に
努
力

し
て
い
く
。

第
三
者
に
よ
る
補
助
事
業
と
し

て
必
要
か
否
か
を
判
断
す
る
評

価
委
員
会
の
設
置
は
。

我
々
だ
け
で
評
価
は
難
し

い
場
合
は
視
野
に
入
れ
て
お
く

必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

市
の
専
決
処
分
・
随
意

契
約
に
つ
い
て
問
う

議員 自
由
の
風

橋
間　
順
平

部
長

部
長

部
長

部
長

副
市
長

副
市
長

部
長

市
長

部
長

部
長

教
育
サ
ポ
ー
タ
ー
謝
金

・
賃
金
に
つ
い
て
問
う

議員

今
後
、
補
助
金
等
執
行

一
覧
の
公
表
予
定
は

議員 み
ら
い
の
会

後
藤　
理
恵

部
長

法令の厳守

教
育
長
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農
地
の
雨
水
貯
留
量
と
県

の
基
準
と
比
べ
大
き
い
方
で
施

設
の
設
置
を
業
者
に
求
め
る
。

こ
の
よ
う
な
基
準
を
適
用
し
て

い
る
自
治
体
の
数
を
問
う
。

近
隣
で
は
鳥
栖
市
の
み
だ
。

対
象
は
１
ha
以
上
か
。

千
㎡
以
上
を
適
用
し
た
い
。

畑
は
貯
水
し
な
い
前
提
で
は
。

畑
は
貯
水
能
力
は
な
い
が

保
水
能
力
は
あ
る
。
土
地
を
活

用
す
る
点
で
基
準
を
定
め
た
。

遊
水
地
帯
で
の
貯
水
の
考
え
は
。

地
形
的
な
要
因
で
貯
水
能

力
だ
け
で
は
難
し
い
問
題
だ
。

な
ぜ
市
街
化
区
域
が
対
象
外
か
。

市
街
化
促
進
区
域
だ
か
ら
。

市
街
化
区
域
の
水
も
下
流
に
流

れ
る
。
市
の
考
え
は
。

内
水
氾
濫
よ
り
も
、
下
流

域
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
た
い
。

左
岸
地
区
を
な
ぜ
外
し
た
の
か
。

浸
水
被
害
の
状
況
か
ら
右

岸
地
区
を
重
点
的
に
対
策
し
た
。

左
岸
地
区
も
住
宅
や
農
地
の
被

害
が
出
て
い
る
が
市
の
考
え
は
。

右
岸
側
の
方
が
住
宅
等
の

被
害
が
大
き
い
事
で
判
断
し
た
。

治
水
の
観
点
か
ら
企
業
負
担
だ

け
で
な
く
内
水
氾
濫
と
い
う
点

で
行
政
で
も
対
応
す
べ
き
で
は
。

開
発
企
業
に
は
、
住
民
の

納
得
の
た
め
に
、
あ
る
程
度
負

担
し
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
。

根
本
的
な
解
決
に
は
、
駐

車
場
用
地
の
確
保
に
引
き
続
き

努
め
て
い
き
、
ま
た
来
庁
せ
ず

に
手
続
き
が
可
能
と
な
る
よ
う

に
Ｄ
Ｘ
化
を
推
進
し
て
い
く
。

市
の
公
用
車
を
地
域
住
民
が
い

ろ
ん
な
目
的
で
使
う
に
は
。

市
が
所
有
し
て
い
る
自
治

会
バ
ス
や
移
動
販
売
車
、
青
パ

ト
は
、
地
域
の
活
性
化
に
は
出

来
る
限
り
活
用
し
て
頂
く
方
向

で
考
え
て
い
る
。

高
速
道
路
高
架
下
の
有
効
活
用

で
駐
車
場
整
備
の
進
捗
状
況
は
。

現
在
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日

本
に
道
路
占
用
許
可
申
請
中
で

あ
り
、
道
路
下
の
剥
落
防
止
等

の
点
検
後
に
、
年
度
内
に
は
許

可
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。

プ
ー
ル
の
劣
化
を
防
ぐ
こ

と
や
消
防
用
水
と
し
て
の
利
用

な
ど
を
考
慮
し
て
、
水
を
溜
め

た
状
態
に
し
て
い
る
。

学
校
プ
ー
ル
解
体
は
、
一
施
設

当
た
り
概
ね
ど
れ
ぐ
ら
い
の
費

用
が
か
か
る
の
か
。

学
校
に
よ
っ
て
大
き
さ
が

異
な
る
が
、
概
算
で
解
体
費
用

は
約
２
千
万
円
程
度
と
想
定
し

て
い
る
。

各
学
校
の
課
題
に
応
じ
た
プ
ー

ル
の
解
体
計
画
は
。

今
後
、
プ
ー
ル
跡
地
の
活

用
方
法
な
ど
学
校
の
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
つ
つ
、
解
体
計
画
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

み
ら
い
の
会

黒
岩　
重
彦

雨
水
貯
留
施
設
設
置
基

準
の
内
容
を
問
う

議員 自
由
の
風

髙
木　
良
郎

流域治水と言うなら行政の負担も大事です。解体後に駐車場等の利活用が可能な小学校プール

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

市
長

部
長

部
長

市
長

市
長

部
長

部
長

市
長

使
用
し
な
い
学
校
プ
ー

ル
の
維
持
管
理
状
況
は

議員 部
長

市
役
所
の
駐
車
場
不
足

解
消
に
向
け
た
取
組
は

議員
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見
守
り
支
援
台
帳
で
民
生

委
員
の
見
守
り
、
配
食
事
業
者

に
よ
る
安
否
確
認
、
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
で
相
談
受
付
。

安
心
の
生
活
を
支
援
す
る
生
前

契
約
制
度
、
相
談
窓
口
は
設
置

で
き
な
い
か
。

国
が
方
針
を
出
す
ま
で
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
個
別

相
談
と
丁
寧
な
支
援
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

窓
口
で
会
話
の
声
が
聴
き
づ
ら

い
長
寿
支
援
課
に
軟
骨
伝
導
イ

ヤ
ホ
ン
を
導
入
で
き
な
い
か
。

一
定
期
間
デ
モ
機
を
設
置
。

反
応
、
効
果
を
検
証
し
た
い
。

デ
モ
機
の
設
置
は
い
つ
か
ら
。

４
月
か
ら
６
月
以
外
。

音
声
コ
ー
ド
入
り
冊
子
、

暗
所
視
支
援
眼
鏡
の
導
入
、
外

出
時
の
補
装
具
を
給
付
す
る
。

市
内
視
覚
障
が
い
者
の
人
数
は
。

手
帳
保
持
者
で
１
４
３
人
。

介
護
人
材
確
保
の
為
の
就
職
フ

ェ
ア
の
計
画
実
施
、
研
修
費
用

補
助
は
で
き
な
い
か
。

市
単
独
で
は
難
し
い
。
県

の
相
談
会
、
フ
ェ
ア
の
案
内
周

知
の
取
組
を
充
実
さ
せ
る
。

　音
声
コ
ー
ド
の
活
用
法
は
。

使
い
方
講
習
会
を
検
討
し

利
用
を
広
め
て
い
く
。

災
害
に
対
す
る
防
災
訓
練
は
。

実
働
訓
練
を
検
討
す
る
。

地
域
で
の
孤
独
・
孤
立
を

防
ぐ
た
め
に
は
包
括
的
な
支
援

体
制
が
重
要
で
、
今
後
は
さ
ら

に
関
係
機
関
の
連
携
強
化
を
図

り
、
地
域
住
民
同
士
の
つ
な
が

り
を
深
め
る
仕
組
み
づ
く
り
を

進
め
て
い
く
。

自
治
会
加
入
促
進
策
は
。

転
入
時
、
区
長
連
絡
先
等

を
知
ら
せ
つ
な
い
で
い
く
。

高
齢
者
の
見
守
り
体
制
は
。

徐
々
に
地
域
全
体
で
見
守

る
体
制
が
で
き
つ
つ
あ
る
。

外
国
人
住
民
と
の
共
生
は
。

互
い
に
理
解
し
合
い
、
認

め
合
い
、
地
域
の
構
成
員
と
し

て
共
に
生
き
て
い
く
意
識
を
醸

成
し
て
い
く
。

未
設
置
校
へ
の
設
置
を
進

め
、
不
登
校
児
童
生
徒
の
多
様

な
教
育
機
会
の
確
保
、
学
び
の

保
障
、
保
護
者
支
援
に
努
め
る
。

設
置
し
た
４
小
学
校
の
現
状
は
。

児
童
が
自
信
を
つ
け
登
校

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
保
護

者
の
悩
み
相
談
に
の
っ
た
り
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

未
設
置
校
の
状
況
は
。

保
健
室
等
で
の
対
応
で
支

援
体
制
の
困
難
さ
が
あ
り
、
設

置
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
。

今
後
の
設
置
計
画
は
。

財
政
負
担
、
人
材
確
保
含

め
総
合
的
に
研
究
し
て
い
く
。

部
長

部
長

部
長

部
長

教
育
長

市
長

部
長

部
長

教
育
長

教
育
長

市
長

市
長

地
域
共
生
社
会
を

ど
う
つ
く
っ
て
い
く
か

議員

視
覚
障
が
い
者
へ
の

　
取
組
み
支
援
を
問
う

議員

不
登
校
サ
ポ
ー
ト
ル
ー

ム
の
全
校
配
置
を

議員

公
明
党

甲
斐
田
典
彦

新
原　
善
信

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
高

齢
社
会
の
対
策
を
問
う

議員

部
長

部
長

部
長

部
長

市
長
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他
の
市
町
村
と
比
べ
て
少

な
い
状
況
に
あ
り
、
老
朽
危
険

家
屋
、
樹
木
雑
草
の
繁
茂
な
ど

所
有
者
へ
適
正
管
理
の
指
導
を

行
っ
て
い
る
。

７
年
前
に
確
認
し
た
が
、
現
在

も
特
定
空
き
家
は
な
い
か
。

特
定
空
き
家
は
な
い
。

空
き
家
を
更
地
に
す
る
と
、
固

定
資
産
税
の
優
遇
措
置
が
な
い

た
め
、
壊
さ
な
い
の
で
は
。

そ
の
状
況
が
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。

住
宅
密
集
地
域
は
、
空
き
家
が

火
災
延
焼
原
因
に
な
る
可
能
性

が
高
い
の
で
は
。

安
全
安
心
を
確
保
す
る
た

め
、
調
査
を
し
て
い
く
。

条
例
に
定
め
る
定
数
は

２
５
５
人
。
実
員
数
は
２
４
０

人
で
15
人
の
欠
員
だ
。
火
災
の

際
は
鎮
火
後
の
処
理
、
水
害
時

に
は
配
備
体
制
な
ど
活
動
が
長

時
間
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
適

正
な
団
員
数
の
確
保
が
重
要
と

考
え
る
。

市
が
力
を
入
れ
て
団
員
確
保
に

あ
た
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

団
員
確
保
は
各
団
員
が
地

域
の
つ
な
が
り
や
区
長
協
力
で

行
っ
て
い
る
。
市
と
し
て
は
、

広
報
Ｐ
Ｒ
活
動
を
担
っ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ

て
い
る
か
。

団
員
確
保
も
含
め
、
消
防

団
活
動
に
理
解
が
得
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
い
る
。

農
業
セ
ン
サ
ス
調
査
結
果

を
精
査
し
て
、
必
要
な
施
策
を

検
討
し
て
い
く
。

持
続
可
能
な
農
業
に
す
る
た
め

の
人
材
育
成
に
向
け
た
今
後
の

取
り
組
み
は
。

国
・
県
の
補
助
制
度
を
活

用
す
る
と
と
も
に
、
普
及
所
や

Ｊ
Ａ
な
ど
関
係
機
関
と
連
携
し

て
実
施
し
て
い
る
就
農
相
談
を

積
極
的
に
行
っ
て
い
く
。

ド
ロ
ー
ン
や
Ａ
Ｉ
な
ど
の
技
術

に
対
応
で
き
る
人
材
の
育
成
や

初
期
導
入
コ
ス
ト
の
軽
減
策
は
。

ス
マ
ー
ト
農
業
に
関
す
る

研
修
会
や
講
演
会
な
ど
積
極
的

な
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
く
。

初
期
導
入
コ
ス
ト
軽
減
の
た
め

県
の
補
助
事
業
を
活
用
し
た
支

援
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。

適
切
な
時
期
に
支
援
す
べ

き
対
象
者
へ
必
要
な
事
業
を
行

う
と
い
う
考
え
の
も
と
、
す
で

に
物
価
高
騰
対
策
に
つ
い
て
は

検
討
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
物
価
高
騰
対
策
の

取
り
組
み
は
。

令
和
７
年
度
は
、
私
立
・

公
立
保
育
所
の
給
食
支
援
事
業
、

学
校
給
食
費
補
助
事
業
、
プ
レ

ミ
ア
ム
商
品
券
等
々
６
事
業
を

取
り
組
ん
だ
。

市
独
自
の
子
育
て
・
高
齢
者
支

援
を
打
ち
出
す
べ
き
で
は
。

全
庁
的
に
重
点
支
援
地
方

交
付
金
の
活
用
の
仕
方
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
最
中
だ
。
ス

ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
考
え
て
い

き
た
い
。

市
長

部
長

市
長

部
長

部
長

部
長

部
長

消
防
団
員
の
確
保
は　

議員

５
年
、
10
年
先
の
本
市

の
農
業
予
測
を
問
う

議員

空
き
家
の
現
状
把
握
と

対
策
は

議員

部
長

部
長

部
長

市
長

市
長 み

ら
い
の
会

山
田　
忠

お
ご
お
り
創
志
会

小
野　
壽
義

消防団の水防訓練効率化と生産性向上を目指すスマート農業

部
長

物
価
高
騰
が
市
民
生
活

に
与
え
る
影
響
は

議員
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各
地
域
固
有
の
魅
力
を
活

用
し
な
が
ら
、
都
市
計
画
法
に

基
づ
き
住
居
系
の
開
発
を
進
め

て
い
る
。
あ
す
て
ら
す
地
区
と

歴
史
的
町
並
み
が
残
る
松
崎
・

上
岩
田
地
区
で
地
区
計
画
を
策

定
し
て
い
る
。
今
後
は
花
立
地

区
及
び
Ｉ
Ｃ
周
辺
で
は
、
ま
ち

づ
く
り
構
想
の
中
で
人
口
減
少

な
ど
の
課
題
解
決
に
向
け
、
新

た
な
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
。

住
宅
系
の
あ
す
て
ら
す
地
区
と

松
崎
・
上
岩
田
地
区
地
区
計
画

の
現
状
は
。

あ
す
て
ら
す
地
区
は
、
22．

４
ha
、
１
５
３
戸
、
松
崎
・
上

岩
田
地
区
64 

ha
、
現
在
51
戸
の

住
宅
系
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。

都
市
計
画
法
第
34
条
第
12
号
に

よ
る
新
規
住
宅
の
実
績
は
。

今
隈
７
戸
、
味
坂
１
１
７

戸
、
乙
隈
１
戸
、
干
潟
・
立
石

３
戸
、
吹
上
・
佐
野
古
・
下
鶴

１
戸
、
二
タ
・
古
飯
27
戸
、
下

岩
田
１
戸
の
実
績
だ
。

新
規
住
宅
の
建
設
に
よ
る
人
口

増
が
見
込
め
る
立
石
・
花
立
地

区
地
区
計
画
の
進
捗
状
況
は
。

立
石
地
区
は
現
在
、
ま
ち

づ
く
り
委
員
会
を
立
上
げ
、
地

元
の
合
意
が
取
れ
、
既
存
の
宅

地
を
含
め
6.6 

ha
、
住
居
系
１
５

０
戸
で
予
定
し
て
い
る
。
花
立

地
区
は
、
令
和
２
年
に
ま
ち
づ

く
り
委
員
会
が
設
立
さ
れ
4.7 

ha
、

国
道
５
０
０
線
沿
い
は
、
地
域

に
必
要
な
生
活
利
便
施
設
と
甘

木
鉄
道
の
区
域
は
集
落
維
持
の

た
め
の
住
宅
等
を
誘
導
す
る
よ

う
協
議
を
進
め
て
い
る
。

約
18
年
を
経
過
し
た
車
両

を
計
画
的
に
更
新
し
て
い
く
。

ポ
ン
プ
車
購
入
費
用
が
全
額
繰

り
越
さ
れ
た
。
平
成
29
年
に
道

交
法
が
改
正
さ
れ
、
準
中
型
免

許
を
持
た
な
い
と
５
ｔ
車
は
運

転
で
き
な
い
。
基
本
は
５
ｔ
で

考
え
て
い
る
が
3.5
ｔ
も
検
討
。

消
防
団
と
協
議
す
る
と
い
う
の

は
変
わ
ら
な
い
か
。

考
え
方
は
変
わ
ら
な
い
。

現
在
消
防
団
と
協
議
中
で
あ
る
。

準
中
型
免
許
へ
の
限
定
解
除
に

補
助
が
出
る
の
は
ア
ピ
ー
ル
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

は
把
握
し
て
い
る
。
消
防
団
と

協
議
を
し
て
決
め
て
い
き
た
い
。

未
然
に
防
止
す
る
観
点
か

ら
、
密
室
状
態
に
な
る
状
況
を

努
め
て
回
避
す
る
よ
う
指
導
し

て
い
る
。
ま
た
、
児
童
生
徒
性

暴
力
の
防
止
等
に
関
す
る
教
師

の
服
務
規
律
の
確
保
の
徹
底
と

い
う
通
知
に
基
づ
き
指
導
を

行
っ
て
い
る
。

物
理
的
な
抑
止
策
は
と
っ
て
い

る
の
か
。

各
小
学
校
の
校
門
に
防
犯

カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
。

こ
ど
も
家
庭
庁
が
防
犯
カ
メ
ラ

を
学
校
内
で
設
置
を
推
奨
す
る

案
を
発
表
し
た
が
、
何
か
協
議

は
し
て
い
る
の
か
。

一
部
の
学
校
で
は
設
置
し

た
が
、
統
一
的
に
協
議
は
し
て

い
な
い
。

部
長

部
長

部
長

教
育
長

部
長

市
長

部
長

部
長

部
長

お
ご
お
り
創
志
会

佐
藤　
源

ポ
ン
プ
車
の

　
更
新
の
考
え
方
は

議員 み
ら
い
の
会

内
山　
伸
博

宝
満
川
左
岸
地
区
の　

新
規
住
宅
の
現
状
は

議員

学
校
内
に
お
け
る
犯
罪

防
止
に
つ
い
て
対
策
は

議員

部
長

学校の防犯対策をどうするのか
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密
室
状
態
で
１
対
１
に
な

る
状
況
を
回
避
。
教
室
や
ト
イ

レ
、
更
衣
室
等
に
隠
し
カ
メ
ラ

が
な
い
か
定
期
的
に
点
検
。
私

用
ス
マ
ホ
の
教
室
持
ち
込
み
私

的
端
末
で
の
撮
影
・
や
り
取
り
、

車
の
同
乗
禁
止
。
計
画
的
に
指

導
・
啓
発
の
研
修
。
雇
用
時
に

特
定
免
許
失
効
管
理
シ
ス
テ
ム

を
使
用
し
て
い
る
。

こ
ど
も
を
性
暴
力
や
性
犯
罪
か

ら
守
る
た
め
に
は
、
性
教
育
が

必
要
。
当
市
で
の
性
教
育
は
。

発
達
段
階
に
応
じ
て
、

テ
ー
マ
を
設
定
し
系
統
的
に

行
っ
て
い
る
。
実
感
を
も
っ
て

学
べ
る
よ
う
な
教
育
を
実
施
し

て
い
る
。

い
か
な
る
理
由
も
い
じ
め
を
し

て
い
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

い
じ
め
は
絶
対
ダ
メ
だ
と
い
う

思
い
を
も
っ
て
ほ
し
い
。
い
じ

め
を
未
然
に
防
ぐ
に
は
。

基
盤
と
な
る
の
は
、
心
の

教
育
。
豊
か
な
心
を
養
う
・
命

の
大
切
さ
に
気
づ
く
よ
う
な
教

育
活
動
。
人
権
を
大
切
に
し
た

人
と
の
関
わ
り
・
集
団
づ
く
り

を
進
め
て
い
る
。

誰
も
が
安
心
安
全
に
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
学
校
で
あ
る
た
め
に

は
、
こ
ど
も
た
ち
が
自
分
で
考

え
自
分
で
決
め
、
意
思
表
示
を

し
っ
か
り
で
き
る
こ
と
が
大
事
。

そ
の
為
に
、
教
員
が
こ
ど
も
と

向
き
合
う
た
め
の
時
間
が
し
っ

か
り
と
れ
る
よ
う
に
教
職
員
の

働
き
方
改
革
や
自
分
の
こ
と
も

人
の
こ
と
も
大
事
に
で
き
る
人

権
教
育
が
必
要
。
見
解
は
。

こ
ど
も
の
自
立
の
力
、
協

働
し
て
い
く
力
、
よ
い
社
会
に

し
て
い
く
力
を
育
ん
で
い
く
。

本
格
化
す
る
人
口
減
少
社

会
の
中
で
、
多
様
な
担
い
手
が

自
主
的
、
主
体
的
に
ま
ち
づ
く

り
に
関
わ
り
、
み
ん
な
で
担
い

合
う
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
に
引
き
続
き
、
条
例
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
を
伝
え

な
が
ら
、
共
感
・
共
働
・
共
創

の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
「
区
長
や
民

生
委
員
に
偏
っ
た
負
担
を
分
散

す
る
仕
組
み
」
と
あ
る
が
そ
の

現
状
を
問
う
。

ど
の
ま
ち
協
で
も
共
通
し

て
、
役
員
が
充
て
職
の
と
こ
ろ

も
多
く
、
一
部
へ
の
負
担
が
大

き
く
、
担
い
手
不
足
、
後
継
者

不
足
は
共
通
の
課
題
と
い
う
ふ

う
に
認
識
し
て
い
る
。
一
方
で
、

個
人
登
録
制
や
、
イ
ベ
ン
ト
時

に
声
か
け
を
し
て
、
そ
の
と
き

だ
け
手
伝
う
と
い
う
仕
組
み
づ

く
り
を
し
て
い
る
校
区
も
あ
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
、
ま
ち
協
を

人
材
輩
出
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
に
す
る
と
あ
る
が
そ
の
よ
う

な
団
体
に
育
っ
て
い
る
か
。

ま
だ
補
完
で
き
て
い
る
と

は
言
い
難
い
が
、
地
域
に
ご
尽

力
を
頂
き
少
し
ず
つ
地
域
の
人

材
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し

て
、
人
材
を
確
保
で
き
る
よ
う

な
働
き
が
、
少
し
ず
つ
強
化
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
。

ま
ち
協
全
体
の
動
き
が
市
民
に

伝
わ
っ
て
い
な
い
。
広
報
紙
に

ま
ち
協
の
固
定
ペ
ー
ジ
を
作
れ

な
い
か
。

基
本
的
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
思
う
。
紙
面
の
関
係

も
あ
る
の
で
、
関
係
部
署
と
の

調
整
を
行
い
た
い
。
　

性
被
害
か
ら
児
童
生
徒

を
守
る
た
め
の
対
策
は

議員 日
本
共
産
党

小
坪　
輝
美

教
育
長

教
育
長

部
長

市
長

部
長

部
長

教
育
長

市
が
目
指
す
ま
ち
づ
く

り
の
方
向
性
は

議員 公
明
党

田
中　
雅
光

教
育
長
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小
郡
市
議
会
で
は
本
会
議
の

他
、
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営

委
員
会
、
特
別
委
員
会
を
傍
聴

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
定
例
会
で
は
、
市
政
全
般
に

わ
た
る
事
業
の
執
行
状
況
や
将

来
の
方
針
等
を
市
長
等
に
問
い

た
だ
す
議
員
の
質
問
（
一
般
質

問
）
も
行
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
小
郡
市
議
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
本
会
議
・
常

任
委
員
会
の
生
中
継
を
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

　
何
よ
り
、
議
会
を
傍
聴
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
議
員
そ
れ
ぞ
れ

の
考
え
方
、
問
い
方
を
生
で
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
議
会
を
傍
聴
し
て
、

皆
さ
ま
の
お
声
を
聞
か
せ
て
く

だ
さ
い
。

令
和
８
年
度
か
ら
、
医
療

機
関
に
お
け
る
産
婦
健
康
診
査

２
回
分
の
費
用
に
つ
い
て
助
成

を
行
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

産
婦
健
康
診
査
を
実
効
性
の
あ

る
支
援
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機

能
さ
せ
て
い
く
の
か
。

産
後
う
つ
リ
ス
ク
が
発
見

さ
れ
た
場
合
に
は
、
医
療
機
関

と
連
携
し
、
産
後
ケ
ア
事
業
へ

ス
ム
ー
ズ
な
つ
な
ぎ
が
行
わ
れ
、

赤
ち
ゃ
ん
訪
問
や
相
談
事
業
を

通
じ
た
フ
ォ
ロ
ー
体
制
の
構
築

も
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

１
か
月
児
健
診
と
産
婦
健
診
を

一
体
的
に
実
施
す
べ
き
で
は
。

一
体
的
な
実
施
は
、
よ
り

効
果
的
で
あ
る
と
考
え
、
現
在

前
向
き
に
検
討
し
て
い
る
。

現
状
は
県
の
情
報
へ
の
リ

ン
ク
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
当

事
者
の
心
情
に
寄
り
添
っ
た
内

容
で
は
な
い
と
い
う
課
題
が
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

早
期
流
産
の
場
合
、
支
援
が
届

き
に
く
い
。
個
別
相
談
に
繋
ぐ

仕
組
み
を
強
化
で
き
な
い
か
。

今
年
度
か
ら
妊
婦
の
た
め

の
支
援
給
付
金
は
、
流
産
や
死

産
の
場
合
も
対
象
と
な
り
、
個

別
支
援
に
つ
な
げ
る
重
要
な
機

会
と
な
っ
て
い
る
。

流
産
等
を
経
験
さ
れ
た
方
へ
の

産
後
ケ
ア
の
案
内
は
。

ど
の
よ
う
な
ケ
ア
や
、
施

設
で
の
配
慮
が
あ
る
の
か
を
含

め
、
今
後
、
チ
ラ
シ
や
Ｈ
Ｐ
等

で
情
報
提
供
し
て
い
き
た
い
。

議会傍聴の
ご案内

お
ご
お
り
創
志
会

大
場　
美
紀

産
婦
健
康
診
査
の

　
　
　
導
入
の
予
定
は

議員

不
育
症
に
関
す
る

　
　
　
　
情
報
発
信
は

議員

部
長

部
長

部
長

部
長

部
長

市
長
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令和７年12月定例会　議案審議結果一覧
議案番号 事　　　　件　　　　名 審議結果

第５１号 久留米広域市町村圏事務組合において共同処理する事務の変更及び久
留米広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議について 可　決

第５２号 久留米市外三市町高等学校組合規約の変更に関する協議について 可　決

第５３号 久留米市外三市町高等学校組合の解散に伴う財産処分に関する協議に
ついて 可　決

第５４号 小郡市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 可　決

第５５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例の制定について 可　決

第５６号 小郡市議会議員及び小郡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第５７号 サービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第５８号 小郡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等
の一部を改正する条例の制定について 可　決

第５９号 小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第６０号 小郡市ハラスメントの防止等に関する条例の制定について 可　決

第６１号 小郡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
の制定について 可　決

第６２号 小郡市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制
定について 可　決

第６３号 令和７年度小郡市一般会計補正予算（第４号）の承認について 可　決

第６４号 令和７年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の承
認について 可　決

第６５号 令和７年度小郡市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）の承認に
ついて 可　決

第６６号 令和７年度小郡市下水道事業会計補正予算（第３号）の承認について 可　決
第６７号 小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第６８号 小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改
正する条例の制定について 可　決

第６９号 特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の
一部を改正する条例の制定について 可　決

第７０号 小郡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について 可　決

第７１号 小郡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について 可　決

第７２号 令和７年度小郡市一般会計補正予算（第５号）の承認について 可　決

第７３号 令和７年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の承
認について 可　決

第７４号 令和７年度小郡市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）の承認に
ついて 可　決
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第７５号 令和７年度小郡市下水道事業会計補正予算（第４号）の承認について 可　決
議員提出
第４号 庁舎建設特別委員会の設置について 可　決

議員提出
第５号

非核三原則の堅持を求める意見書の提出について
※可否同数のため議長の裁決権行使により可決 可　決

動議 後藤理恵議員に対する懲罰の動議について 可　決

令和８年１月臨時会　議案審議結果一覧
議案番号 事　　　　件　　　　名 審議結果
第１号 令和７年度小郡市一般会計補正予算（第６号）の承認について 可　決

【賛否が分かれた案件】	 ●議長（井上勝彦）は表決に参加しません。

【賛否が分かれた案件】	 ●議長（井上勝彦）は表決に参加しません。

（賛成…〇、反対…×、棄権…棄、除斥…除、欠席…欠）

新
原　

善
信

◯

◯

◯

◯

山
田　
　

忠

◯

◯

╳

棄

田
中　

雅
光

◯

◯

◯

◯

佐
々
木
益
雄

◯

◯

╳

棄

後
藤　

理
恵

◯

◯

╳

除

立
山　
　

稔

◯

◯

◯

◯

大
場　

美
紀

◯

◯

◯

◯

髙
木　

良
郎

◯

◯

╳

棄

小
野　

壽
義

◯

◯

◯

◯

小
坪　

輝
美

╳

╳

╳

棄

深
川　

博
英

◯

◯

╳

棄

佐
藤　
　

源

◯

◯

◯

◯

橋
間　

順
平

◯

◯

╳

棄

甲
斐
田
典
彦

◯

◯

◯

◯

黒
岩　

重
彦

欠

欠

欠

欠

内
山　

伸
博

◯

◯

╳

棄

川
野　

悦
子

◯

◯

◯

◯

案　件　

議員名

議案第７０号

議案第７２号

議員提出議案第５号

懲罰動議

新
原　

善
信

◯

山
田　
　

忠

◯

田
中　

雅
光

◯

佐
々
木
益
雄

◯

後
藤　

理
恵

◯

立
山　
　

稔

◯

大
場　

美
紀

◯

髙
木　

良
郎

╳

小
野　

壽
義

◯

小
坪　

輝
美

╳

深
川　

博
英

◯

佐
藤　
　

源

◯

橋
間　

順
平

╳

甲
斐
田
典
彦

◯

黒
岩　

重
彦

◯

内
山　

伸
博

◯

川
野　

悦
子

◯

案　件　

議員名

議案第１号

（賛成…〇、反対…×）
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新
年
を
迎
え
て
早
く
も
２
ヶ
月

弱
が
過
ぎ
ま
し
た
。
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
猛
威
も
少
し
ず
つ
収
ま
り

つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
注

意
が
必
要
で
す
。
ご
留
意
く
だ
さ

い
。

　

さ
て
、
今
号
の
議
会
だ
よ
り
に

も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
が
、
小
郡

市
は
「
小
郡
市
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

防
止
等
に
関
す
る
条
例
」
を
提
案

し
、
議
会
は
全
会
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
。

　

全
国
の
地
方
議
会
で
の
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
関
係
の
ニ
ュ
ー
ス
を
毎
日

の
よ
う
に
目
に
し
ま
す
。
他
山
の

石
と
捉
え
、
私
ど
も
小
郡
市
議
会

で
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
起
こ
さ

な
い
よ
う
に
研
修
等
を
定
期
的
に

受
講
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
市
民
の
身
近
な
存

在
と
し
て
活
動
し
て
い
く
よ
う
に

努
力
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

（
佐
藤　

源
）

議
会
広
報
特
別
委
員
会

　

委
員
長　

佐　

藤　
　
　

源

　

副
委
員
長　

川　

野　

悦　

子

　

委　
　

員　

内　

山　

伸　

博

　

委　
　

員　

甲
斐
田　

典　

彦

　

委　
　

員　

立　

山　
　
　

稔

　

委　
　

員　

山　

田　
　
　

忠

請
願
・
陳
情 

　

市
政
等
に
つ
い
て
意
見
や
要
望
が
あ
る
場
合
、
ど
な
た
で
も
直
接
市
議
会
に
請
願
・
陳
情
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

議
員
の
紹
介
の
あ
る
も
の
を
請
願
、
紹
介
の
な
い
も
の
を
陳
情
と
い
い
ま
す
。
請
願
と
陳
情

に
は
そ
の
取
扱
い
に
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

 

請
願　
定
例
会
で
審
議
し
、
そ
の
内
容
が
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
採
択
し
、

必
要
な
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
請
願
者
に
通
知
し
ま
す
。 

陳
情　
全
議
員
に
そ
の
写
し
を
配
布
し
ま
す
。

　
　
　

請
願
、
陳
情
に
つ
い
て
は
、
随
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
が
、
各
定
例
会
で
の
審
議
の

都
合
上
、
締
め
切
り
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　

請
願
・
陳
情
の
提
出
方
法
、
そ
の
他
ご
不
明
な
点
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
議
会
事
務

局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

小
郡
市
議
会
会
議
録
が

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

小
郡
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
、
平
成
18
年
５
月
以
降

の
市
議
会
会
議
録
が
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
７
年
12
月
定

例
会
の
会
議
録
は
、
令
和
８

年
３
月
上
旬
頃
よ
り
、
令
和

８
年
１
月
臨
時
会
の
会
議
録

は
、
令
和
８
年
６
月
上
旬
頃

よ
り
ご
覧
い
た
だ
け
る
予
定

で
す
。

３月定例会の会期日程（予定）

２月24日（火） 本会議（議案上程）

２月26日（木） 本会議（質疑）

３月２日（月） 予算審査特別委員会

３月３日（火） 予算審査特別委員会

３月４日（水） 予算審査特別委員会

３月５日（木） 予算審査特別委員会
（予備日）

３月９日（月） 総務文教常任委員会

３月10日（火） 保健福祉常任委員会

３月11日（水） 都市経済常任委員会

３月16日（月） 本会議（一般質問）

３月17日（火） 本会議（一般質問）

３月19日（木） 本会議
（一般質問（予備日））

３月24日（火） 本会議（委員長報告と
質疑・討論・採決）


